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１．新規制基準保安規定 変更認可申請の補正について

（１）東海第二発電所は、新規制基準施行後、「設置変更許可」、「工事計画認可」及び
「保安規定変更認可」の変更を２０１４年５月２０日に行い、「設置変更許可」及び
「設計及び工事計画認可」について下記のとおり許可及び認可を受けている。

（２）東海第二発電所 原子炉施設保安規定に係る今回の補正は、「保安規定変更に係
る基本方針（ＢＷＲ版）」（以下、「基本方針」という。）に基づき、 「設置変更許可」、
「工事計画認可」の内容を反映したものである。

〇新規制基準適合性に係る許認可申請状況
【設置変更許可申請】

２０１４年 ５月２０日 設置変更許可申請
２０１８年 ９月２６日 設置変更許可
２０１９年 ９月２４日 設置変更許可申請（特定重大事故等対処施設）
２０２１年１２月２２日 設置変更許可（特定重大事故等対処施設）
２０２２年 ４月２７日 設置変更許可申請（有毒ガス防護）
２０２３年 １月２５日 設置変更許可（有毒ガス防護）

【設計及び工事計画認可申請】
２０１４年 ５月２０日 工事計画認可申請
２０１８年１０月１８日 設計及び工事計画認可
２０２２年 ２月２８日 工事計画認可申請（特定重大事故等対処施設）

【保安規定変更認可申請】
２０１４年 ５月２０日 保安規定変更認可申請
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２．保安規定の主な変更点

項目

主な変更

条文 変更概要

①
【新規制基準施行に伴う変更】
原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う
関係規則の整備等に伴う変更

第１７条※

第１７条の２※

第１７条の４※

第１７条の７※

第１７条の８※

（１）火災、内部溢水、自然災害、重大事故等及び大規模
損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動
を行う体制の整備に関する事項を規定

第６６条 （２）重大事故等対処設備の運転上の制限を規定

②

【火山影響等発生時の体制の整備】
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する
規則の改正（平成２９年１２月１４日）に伴う変
更

第１７条の３※ （１）火山影響等発生時における原子炉施設の保全のため
の活動を行う体制の整備に関する事項を規定

③

【有毒ガス発生時の体制の整備】
実用発電用原子炉及びその附属施設の位
置、構造及び設備の基準に関する規則等の
改正（平成２９年５月１日）に伴う変更

第１７条の５※ （１）有毒ガス発生時における原子炉施設の保全のための
活動を行う体制の整備に関する事項を規定

〇重大事故等対処設備の設置に関わるもの

〇特定重大事故等対処施設の設置に関わるもの

項目

主な変更

条文 変更概要

①
【新規制基準施行に伴う変更】
原子力規制委員会設置法の一部施行に伴
う関係規則の整備等に伴う変更

第１７条の８※ （１）特重施設を用いた大規模損壊対応を規定

第６６条の２ （２）特重施設を構成する設備の運転上の制限を規定

※以下、第１７条、第１７条の２～５及び第１７条の７～８を「第１７条等」という。

本資料の記載事項



4

３．主な変更条文の記載方針について

（１）設置許可及び設工認で記載した運用要求について、実施する行為者と、その行為内容を保安規定に定める（第
１７条等 体制の整備他）

（２）ＳＡ設備及び特重設備について、運転上の制限（ＬＣＯ）、ＬＣＯを満足していることの確認（サーベイランス）及び
ＬＣＯを満足しない場合の要求される措置（ＡＯＴ）を保安規定に定める（第６６条 ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ、第６６
条の２ 特重施設を構成する設備のＬＣＯ/ＡＯＴ）

保安規定：「基本方針」に基づき検討

保安規定条文（本文）に枠組みを規定
・添付に運用要求事項（行為者・行為内容）を記載

第１７条等（体制の整備）

第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） 第６６条の２（特重設備のＬＣＯ/ＡＯＴ）

①運転上の制限（ＬＣＯ）
・ＬＣＯ対象設備：全てのＳＡ設備、特重設備

②確認事項（サーベイランス）
・施設管理計画に定める点検計画の頻度内に実施

（１）常設ＳＡ設備 機能・性能確認 ：定事検停止時毎
動作確認 ：１回/１ヶ月

（２）可搬ＳＡ設備 機能・性能確認 ：定事検停止時毎
動作確認 ：１回/３ヶ月

③要求される措置（ＡＯＴ）
・代替機能を有するＤＢ設備、ＳＡ設備等の確認で 大３０日に設定

設置許可
・本文、添付書類八及び十
添付書類十追補 等

設工認
・基本設計方針 等

保安規定審査基準

インプット

以下はSA設備の例
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４．変更に係る説明事項の整理

〇保安規定変更申請の補正のうち、主に重大事故等対処設備の設置に関わるものに
ついては、「基本方針」及び先行BWRプラントの新規制基準適合性に係る保安規定変

更内容を踏まえ保安規定条文を作成。一部相違点及び東海第二固有の運用要求事
項があるため、これらを中心に説明。（下記図）

〇保安規定変更申請の補正のうち、主に特定重大事故等対処施設の設置に関わるも
のについては、BWRに先行例がないことから、全体的に説明。【説明事項⑤】

先行BWRプラントの
保安規定

基本方針

東海第二発電所
保安規定

東海第二発電所
新規制準対応設計の
特徴【説明事項①】

（１）第17条等 体制の整備
添付２ （火災、内部溢水、火山影響等、その他自然

災害及び有毒ガス対応に係る実施基準）

添付３ （重大事故等及び大規模損壊対応に係る実
施基準）

（２）第６６条ＳＡ設備のＬＣＯ、ＡＯＴ及び
サーベイランス

（３）既存条文の変更及び追加

【説明事項②】
・全体概要
・論点の抽出
（先行BWRプラントとの相違）

【説明事項③】
・全体概要
・論点の抽出
（先行BWRプラントとの相違）

・東二固有の考え方

【説明事項④】
・全体概要
・論点の抽出
（先行BWRプラントとの相違）

・東二固有の考え方

本資料では、【説明事項①～④】について記載
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５．説明事項① 東海第二発電所の新規制準対応設計の特徴（１／３）

ECCS第1水源
S/Cに変更
【39、41条】

代替循環冷却系
（必要数2）

【66-5】
常設の新規海水系

（ESW）【66-5】
ペデスタル内を

利用したFCI/MCCI対策
（PCV内漏えい監視）

（FCI/MCCI対策としての水位管理）
【31条、66-７】

R/B水素対策
（PAR、FRVS/SGTS ）

【66-8】

SA専用の注水ポンプ
（常設低圧代替注水系ポンプ）

【66-4】等

CST

代替淡水貯槽

常設のSFP注水/
冷却系【66-9】

FRVS/SGTS

原子炉建屋

※１：炉心、PCVｽﾌﾟﾚｲへ ※２：ESWより

※１ ※１

ＦＶ（SA/ES兼用）
【66-5】

SFP

※２
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５．説明事項① 東海第二発電所の新規制準対応設計の特徴（２／３）

LPCSRHR-A

RHR-C
RHR-B

原子炉建屋

高所

東側
接続口

西側
接続口

西側
接続口

東側
接続口

注水系（可搬）の
共用する系統が異なる

【66-4、6】

有効性評価で期待している可搬ポンプの種類、所要数が異なる（一部抜粋）【66-19】

炉心注水 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ注水 PCVｽﾌﾟﾚｲ FVへの補給 代替淡水貯槽
への補給

中型ポンプ ２ ２ ２ １ １

大型ポンプ － １ － １ １

※中型、大型ポンプ両方に数値の記載がある場合は、どちらか一方でその機能を満足する。
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５．説明事項① 東海第二発電所の新規制準対応設計の特徴（３／３）

原子炉
建屋

タービン
建屋

隣接事業所

保管場所
（南側）

保管場所
（西側）

①防潮堤付近の隣接事業所の植生管理【添付2 火災】
②隣接事業所の人工構造物設置状況の継続的確認【添付2 津波】
③他事業所内に設置した飛来物となるものの配置を防止するフェンスの維持管理【添付2 竜巻】

放水路ゲート【52条の2】

火山影響受けた場合の
炉停止【添付2 火山】

常設代替
高圧電源

屋外設置のため火山灰
対応要（代替の低圧電
源車の屋内移動）
【添付2 火山】

可動源あり
可動源への具体的対応

【 添付2 有毒ガス】

構内排水路逆流防止装置
敷地に遡上する津波後の
機能維持【 添付2 津波】

可搬の竜巻対応
予備機を含めた位置的

分散で機能維持
【 66-5 、10、12、15、18】
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（１）活動に関する計画を策定すること
（２）活動を行うために必要な要員を配置すること
（３）要員に対し、教育及び訓練を定期的に実施すること
（４）必要な資機材を配備すること
（５）活動を行うために必要な手順を整備すること
（６）手順に基づき必要な活動を実施すること
（７）上記事項について定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な措置を講じること

５．説明事項② 第１７条等（体制の整備） －全体概要－ 各社共通

火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害、有毒ガス、重大事故等、大規模損壊発生時の体制の整備
〇実用炉規則、保安規定審査基準、技術的能力審査基準における規制要求事項を踏まえ、体制の整備に必要とな

る基本的な事項は以下のとおり。

体制の整備に必要な基本的な事項

上記に加え、各事象の個別の規制要求を踏まえ、
・保安規定第１７条（火災発生時の体制の整備）、第１７条の２（内部溢水発生時の体制の整備）、第１７条の３（火山
影響等発生時の体制の整備）、第１７条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備）、第１７条の５（有毒ガス発
生時の体制の整備）、第１７条の７（重大事故等発生時の体制の整備）及び第１７条の８（大規模損壊発生時の体
制の整備）に体制の整備に係る枠組みを規定。

・保安規定の添付２及び３に原子炉設置変更許可申請書に記載された運用要求事項を規定するとともに、その活動
に必要となる資機材を管理することを規定。
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保安規定第４条に定める体制の下、火災・内部溢水・火山影響・その他自然災害、
有毒ガス発生時における体制（要員の配置、教育及び訓練等）を整備

５．説明事項② 第１７条等（体制の整備） －全体概要－ 各社共通

保安管理体制

火災・火山影響等発生時の体制の整備
保安規定審査基準要求を踏まえて記載

第１７条の２、４、５第１７条、第１７条の３

内部溢水、その他自然災害、有毒ガス発生時の体制の整備
火災・火山影響等発生時の記載内容に準じて記載

要員の配置 資機材の配備

教育及び訓練 活動（手順書）

要員の配置 資機材の配備

教育及び訓練 活動（手順書）

添付２ 火災、内部溢水、火山影響等、その他自然災害
及び有毒ガス対応に係る実施基準

・原子炉設置変更許可申請書に記載された運用要求事項を規定するとともに、その活動に
必要となる資機材を管理することを規定する。

・自然災害については、原子炉設置変更許可申請書において運用要求事項を規定する地
震、津波、竜巻等を添付に整備する。
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保安規定第４条に保安に関する組織の体制を定めており、その体制の下、重大事故等発
生時及び大規模損壊発生時における体制（要員の配置、教育及び訓練等）を整備

５．説明事項② 第１７条等（体制の整備） －全体概要－ 各社共通

保安管理体制

重大事故等発生時の体制の整備

第１７条の８第１７条の７

大規模損壊発生時の体制の整備

要員の配置
・実施組織及びその支援組織

の役割分担及び責任者
・要員召集のための連絡体制
・発電所外への情報提供
・発電所外部からの支援 等

要員の配置 資機材の配備

教育及び訓練 手順書

資機材の配備
・必要な資機材名称
・必要な数量
・配備場所
・点検頻度
・点検実施箇所 等

教育及び訓練
・教育実施者、教育対象者
・要員の役割に応じた教育項

目とその内容
・実施頻度
・実施後の評価 等

手順書
・炉心損傷防止対策
・原子炉格納容器破損防止対

策
・使用済燃料貯蔵設備に貯蔵

する燃料体の損傷防止対策
・原子炉停止時の燃料体破損

防止対策

添付３ 重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準
・重大事故等対処設備に係る事項
・重大事故等対策における復旧作業に係る事項
・発電所外部からの支援に関する事項
・手順書の整備、教育及び訓練、実施体制の整備に関する事項

［手順］
・緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順
・原子炉冷却材バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の手順 等

保安規定第１０章に、保安教育とし
て教育の内容、対象者を整理

体制の整備（要員の配置、教育及び訓練等）に係る計画を定め、計画に基づき実施し、定期的に評価を行い、継続的に改
善を行う管理の枠組みを規定する。具体的な実施内容は添付３の実施基準を満足するよう、二次文書等へ定める
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５．説明事項② 第１７条等 －論点の抽出－

項目 東二の特徴 該当箇所 概要

火災 隣接に他事業所 1.5手順書の整備 防潮堤付近の隣接事業所の植生管理

内部溢水
蒸気影響に曝される原子炉
棟内に電源盤を設置 2.4手順書の整備 蒸気環境に曝された設備の保守点検

火山影響
積雪

PCV容積小
3.4手順書の整備

代替の高圧注水系から代替の低圧注水系への切替

SA常設電源が屋外設置 可搬型代替低圧電源車の屋内移動

放水路ゲート設置
3.6原子力施設の災
害を未然に防止す
るための措置

炉停止の判断基準に火山影響による放水路ゲートの機能損傷
を設定

複数のD/G給気箇所
3.3資機材の配備
3.4手順書の整備

D/G給気、D/G室給気へのフィルタ準備、取り付け

津波

放水路ゲート設置

5.4手順書の整備

大津波警報が発表された場合の放水路ゲート閉止

構内排水路逆流防止装置
設置、敷地に遡上する津波

敷地に遡上する津波後の構内排水路逆流防止装置の機能維持

隣接に他事業所 隣接事業所の津波評価に係る情報の定期的確認

竜巻 隣接に他事業所 6.4手順書の整備
隣接事業所の資機材、車両等の配置を阻止する措置の効果の
維持確認

有毒ガス

可動源の影響低減
に防液堤を考慮

7.4手順書の整備
防液堤の運用管理

可動源が存在 可動源への具体的対応

＜先行BWRプラントと相違する例（添付2）＞
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項目 東二の特徴 該当箇所 概要

重大事故

敷地に遡上する津波
1.2アクセスルートの確保、復
旧作業及び支援に係る事項

敷地に遡上する津波の影響を受けず、基準地震動の影響を受
けないアクセスルートを確保

可動源が存在
（有毒ガス）

1.3手順書の整備 可動源に対する手順を社内規定に定める

SA専用の
注水ポンプ

表1～19

常設低圧代替注水系ポンプを用いた原子炉等への注水

常設の新規海水系
（ESW）

緊急用海水系を用いた 終ヒートシンクへの熱輸送

常設のSFP注水/
冷却系

代替燃料プール注水系（注水ライン/常設スプレイヘッダ）を用
いた注水。代替燃料プール冷却系による除熱。

＜先行BWRプラントと相違する例（添付３）＞

５．説明事項② 第１７条等 －論点の抽出－

＜設置許可基準規則の解釈の変更の反映（添付３）＞

項目
53条解釈の
変更内容

該当箇所 概要

重大事故

R/B等の水素濃度
上昇緩和としてPCV
から水素を排出でき
る設備設置を要求

表１０
原子炉建屋水素濃度が所定値に達した場合、格納容器圧力逃
がし装置による格納容器内の水素濃度抑制実施を記載。手順
は表７に基づくことを記載。
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －全体概要－

＜基本的考え方＞
（１）運転上の制限：全てのＳＡ設備に設定

・１Ｎ要求設備：１Ｎが動作可能であること
・２Ｎ要求設備：２Ｎが動作可能であること

※当該ＳＡ設備（Ａ設備）に対して、基準要求を満足し、かつ同等な機能を有するＳＡ設備（Ｂ設備がある場合は、Ｌ
ＣＯ逸脱とはみなさない。）

（２）確認事項
・サーベイランス頻度については保全計画に定める頻度以内とする（具体的には下表の様に設定。）。

（３）要求される措置・完了時間（ＡＯＴ）
パターン１：ＥＣＣＳのＡＯＴを参考とする場合（表６６－１（ATWS緩和設備）～１４（MCR設備）、１９（可搬型ポンプ））

・速やかに機能を代替するＤＢＡ設備（ɤ設備）を確認（→当該設備を復旧するまでのAOTを３日間延長）
→３日間以内に同等な機能を持つＳＡ設備（Ｃ設備）を確認（→当該設備を復旧するまでのAOTを３０日間延長）

※自主対策設備、代替措置（Ｄ設備）を確認する場合は１０日間

パターン２：事故時計装のＡＯＴを参考とする場合（表６６－１６（ＴＳＣ）、１７（通信連絡設備）、１８（ホイルローダ））
・１０日間以内に当該設備を「復旧する」又は「代替品を補充する」

※代替品の補充が完了した場合、ＬＣＯ逸脱は継続だがプラント停止措置には至らない。

パターン３：プラント停止を要求しないＡＯＴの場合（表６６－９（ＳＦＰ設備）、１５（監視測定設備））
・ɤ設備、Ｃ設備又はＤ設備を「速やかに」確認する措置を開始する（プラント停止措置なし）。

Ａ設備：当該ＬＣＯ対象ＳＡ設備 Ｄ設備：自主対策設備又は代替措置

Ｂ設備：基準要求を満足し、かつ同等な機能を有するＳＡ設備 ɤ設備：機能を代替するＤＢＡ設備

Ｃ設備：同等な機能を持つＳＡ設備

性能確認 動作確認

常設ＳＡ設備 定事検停止時 １ヶ月に１回

可搬型ＳＡ設備 定事検停止時 又は１年（２年）に１回 ３ヶ月に１回

各社共通
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －論点の抽出（１）－

＜先行BWRプラントと相違する例＞

東二の特徴 該当箇所 概要

類似の
先行プラント 基本

方針
柏崎 女川 島根

１
注水系（可搬）の共用する
系統が接続口により異なる

６６－４－２
低圧代替注水系（可搬型）

R/B西側、高所西側、高所東側はRHR-C系に接続
R/B東側は、ＬＰＣＳに接続

－ － － －

６６－６－２
代替格納容器ｽﾌﾟﾚ系（可搬型）

R/B西側、高所西側、高所東側はRHR-B系接続
R/B東側は、ＲＨＲ-Ａ系に接続

－ － － －

２ ＦＶをＳＡとＥＳで兼用 ６６－５－１
格納容器圧力逃がし装置

フィルタベントをＳＡとＥＳで兼用 － － － －

３
常設の新規海水系

（ESW）を有す
６６－５－３
緊急用海水系

基準規則48条（ 終ヒートシンクへ熱を輸送する
ための設備）として、常設の緊急時海水系を有す

－ － － －

４ 循環冷却系必要数2系列 ６６－５－４
代替循環冷却系

循環冷却系の必要数が2系列。先行は1系列。 － － － －

５
ペデスタル内を

利用したFCI/MCCI対策

６６－７－１
ペデスタル排水系

（重大事故等対処設備）

ＦＣＩ/ＭＣＣＩ対策としてペデスタル内床ドレンの水
位を１ｍに管理

－ － － －

６
R/B水素対策

（PAR、SGTS/FRVS）
６６－８－１

水素濃度制御及び水素排出
R/Bの水素対策にPARとSGTS/FRVSを使用 － － － －

７

常設のSFP注水/
冷却系

６６－９－１
代替燃料プール注水系

（注水ライン）
常設の注水/スプレイ系の設置。先行BWRは可搬

－ － － －

８
６６－９－２

代替燃料プール注水系
（燃料プールスプレイ）

－ － － －

９ ６６－９－３
使用済燃料プールの除熱

代替の除熱系を設置。先行BWRはFPC系の復旧
により対応。

－ － － －

：東海第二発電所固有の設備
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －固有の設備（１)－

＜緊急用海水系【６６－５ー３】＞

※1

※2

※1 残留熱除去系海水系Ａ、残留熱除去系海水系A系東側接続口より
※2 残留熱除去系海水系B、残留熱除去系海水系B系東側接続口より

RHR熱交ARHR熱交B

海へ

緊急用海水ポンプ

海へ

（１）LCOが適用される原子炉の状態の考え方
①基本方針「 終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備」では、適用す

る状態は運転、起動、高温停止、冷温停止及び燃料交換（原子炉内か
ら全燃料が取出された場合を除く）

②緊急用海水系は、SFP冷却にも用いるため、適用する状態は、運転、

起動、高温停止、冷温停止及び燃料交換に加え、使用済燃料プール
に照射された燃料を貯蔵している期間と設定。（先行BWRの類似設備
と同様の整理）

（２）要求される措置の考え方
①同じ機能を有するDB設備：残留熱除去系海水系、

非常用ディーゼル発電機（AOT3日間）

②自主対策設備：可搬型代替注水大型ポンプによる代替残留熱除去系
海水系への通水（補完措置要）（AOT10日間）

※第５２条（残留熱除去系海水系）に、緊急
用海水系の動作確認時は、残留熱除去系
海水系を動作不能とはみなさないことを記
載
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －固有の設備（２)－

＜ペデスタル排水系（重大事故等対処設備）【６６－７ー１】＞

（１）確認事項
①床ドレンへ流入する配管の制限弁の作動（定事検停止時）

②機器ドレンへ流入する配管の制限弁（機器ドレン制限
弁、補機冷却水制限弁）の作動（定事検停止時）

③床ドレン排水弁（格納容器隔離時の水位管理に使用）
の作動（定事検停止時）

④機器ドレン排水弁の作動（定事検停止時）

⑤床ドレンサンプの水位１ｍ維持（1回/日）

（２）LCOが適用される原子炉の状態の考え方
①格納容器内に落下した溶融燃料によるFCI/MCCIを

防止するための設備

②原子炉格納容器の破損が発生する可能性のある期
間（運転、起動、高温停止）を適用される原子炉の状
態と設定。

（３）要求される措置の考え方
①同じ機能を有するDB設備：低圧注水系3系列、非常用

ディーゼル発電機（AOT3日間）

同じ機能を有する設備はないが、「格納容器破損防止
の観点」から、その前段階である炉心損傷防止として
有効なLOCA時の原子炉水位回復機能を有する低圧
注水系3系列を設定。

②同じ機能を有するSA設備：未設定。

床ドレン
制限弁

格納容器
隔離弁へ

機器ドレン制限弁
補機冷却水制限弁

機器ドレン排水弁
床ドレン

機器ドレン

床ドレン排水弁
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －固有の設備（３)－

＜水素濃度制御及び水素排出【６６－８－１】＞

（１）運転上の制限
①PAR、FRVS/SGTSとも十分な水素爆発の防止機能を有す。
②PARによる水素濃度制御又はFRVS/SGTSによる水素排出と設定

（２）確認事項（FRVS/SGTS）
①SGTS排風機、FRVS排風機が所定流量以上あること（定事検停止時）

②SGTS、FRVSの総合除去効率が所定率以上あること（定事検停止時）

③SGTS排風機起動、出入口弁の開（1回/月）

（３）LCOが適用される原子炉の状態の考え方
①基本方針「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための
設備」を適用。

②適用する状態：運転、起動、高温停止、冷温停止及び燃料交換

（原子炉水位がオーバフロー水位付近で、かつプールゲートが開の
場合、原子炉内から全燃料が取出され、かつプールゲートが閉の場
合を除く）

（（４）要求される措置の考え方
①同じ機能を有するDB設備：低圧注水系3系列、非常用ディーゼル

発電機（AOT3日間）
同じ機能を有するDB設備はないが、「格納容器破損防止の観点」
から、その前段階である炉心損傷防止として有効なLOCA時の原
子炉水位回復機能を有する低圧注水系3系列を設定。

②自主対策設備：原子炉建屋ブローアウトパネルの強制開放装置（
自主対策設備）による開放（AOT10日間）

時間（h）

水
素

濃
度

（
%

）

PARによるR/B６Ｆの水素低減効果
設置許可まとめ資料（SA53条）抜粋

時間（h）

水
素

濃
度

（
vo

l%
）

FRVS/SGTSによるR/Bの水素低減効果

設置許可まとめ資料（SA53条）抜粋
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －固有の設備（４)－

＜代替燃料プール注水系（注水ライン）【６６－９ー１】＞

（１）確認事項
①常設低圧代替注水系ポンプの吐出圧力、流量が所定以上あること

（定事検停止時）

②ポンプテスト用仕切弁が動作可能（定事検停止時）

③常設低圧代替注水ポンプが動作可能（1回/月）

④SFP注水弁、SFP注水流量調整弁が動作可能（1回/月）

※１：SFPスプレイ弁は、６６－９－２にて確認
※２：可搬の接続口の弁は手動弁のため確認対象外

（２）LCOが適用される原子炉の状態の考え方
①基本方針「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」を適用

②適用する状態は使用済燃料プールに照射された燃料を貯蔵している
期間と設定

（３）要求される措置の考え方
①プラント停止を要求しないＡＯＴ（先行BWRと同一）
Ａ．常設低圧代替注水ポンプによる注水系が動作不能
・速やかなSFP水位、水温の確認
・速やかな可搬型ポンプ及び当該ポンプを使った注水ラインの確認

Ｂ．可搬型ポンプによる注水系が動作不能
・速やかなSFP水位、水温の確認
・速やかな常設低圧代替注水ポンプによる注水ラインの確認

Ｃ．Ａ及びＢが動作不能
・速やかなSFP水位、水温の確認
・消火系又は可搬型スプレイノズルを使用した注水の確認

代替淡水貯槽

ESW
より

常設低圧
代替注水ポンプ

炉心、ペデスタル、
PCVｽﾌﾟﾚｲへ

ポンプテスト用
仕切弁

ＳＦＰ注水
流量調整弁

ＳＦＰ注水弁

ＳＦＰスプレイ弁

高所東側接続口

高所西側接続口

原子炉建屋西側
接続口

原子炉建屋
東側接続口

SFP

可搬型
スプレイノズル

可搬
ポンプ
より
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －固有の設備（５)－

＜代替燃料プール注水系（燃料プールスプレイ） 【６６－９ー２】 ＞

（１）確認事項
①常設低圧代替注水系ポンプの吐出圧力、流量が所定以上あること（定事検停止時）
②ポンプテスト用仕切弁が動作可能（定事検停止時）
③常設低圧代替注水ポンプが動作可能（1回/月）
④SFPスプレイ弁、SFP注水流量調整弁が動作可能（1回/月）
⑤常設スプレイヘッダ（1回/月） 、可搬型スプレイノズルの外観点検（1回/3ヶ月）

※１：可搬の接続口の弁は手動弁のため確認対象外

（２）LCOが適用される原子炉の状態の考え方
①基本方針「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」を適用
②適用する状態は使用済燃料プールに照射された燃料を貯蔵している期間と設定。

（３）要求される措置の考え方
①プラント停止を要求しないＡＯＴ（先行BWRと同一）

Ａ．常設スプレイヘッダを使用した常設低圧代替注水ポンプによるスプレイ系が動作不能
・速やかなSFP水位、水温の確認

・速やかな常設スプレイヘッダを使用した可搬型ポンプによるスプレイ系の確認又は可搬
型スプレイノズルを使用した可搬型ポンプによるスプレイ確認

Ｂ．常設スプレイヘッダを使用した可搬型ポンプによるスプレイ系が動作不能
・速やかなSFP水位、水温の確認

・速やかな常設スプレイヘッダを使用した常設低圧代替注水ポンプによるスプレイ系の確
認又は可搬型スプレイノズルを使用した可搬型ポンプによるスプレイ確認

Ｃ．可搬型スプレイノズルを使用した可搬型ポンプによるスプレイ系が動作不能
・速やかなSFP水位、水温の確認
・常設スプレイヘッダを使用した常設低圧代替注水ポンプによるスプレイ系の確認又は常

設スプレイヘッダを使用した可搬型ポンプによるスプレイ確認

Ｄ．Ａ及びＢ及びＣが動作不能
・速やかなSFP水位、水温の確認
・消火系による注水の確認

常設
スプレイヘッダ

代替淡水貯槽

ESW
より

常設低圧
代替注水ポンプ

炉心、ペデスタル、
PCVｽﾌﾟﾚｲへ

ポンプテスト用
仕切弁

ＳＦＰ注水
流量調整弁

ＳＦＰ注水弁

ＳＦＰスプレイ弁

高所東側接続口

高所西側接続口

原子炉建屋西側
接続口

原子炉建屋
東側接続口

SFP

可搬型
スプレイノズル

可搬
ポンプ
より
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －固有の設備（６)－

＜使用済燃料プールの除熱【６６－９－３】＞

（１）確認事項
①代替燃料プール冷却系ポンプの吐出圧力、流量が所定以上ある

こと（定事検停止時）

②スキマーサージタンク出口隔離弁が動作可能（定事検停止時）

③代替燃料プール冷却系ポンプが動作可能（1回/月）
※熱交換器出口弁、ポンプ入口弁は③で動作確認

（２）LCOが適用される原子炉の状態の考え方
①基本方針「使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備」を適用

②適用する状態は使用済燃料プールに照射された燃料を貯蔵してい
る期間と設定。

（３）要求される措置の考え方
①プラント停止を要求しないＡＯＴ（先行BWRと同一）
・速やかなSFP温度上昇評価を実施
・上記評価時間内に、以下が可能であることを確認

代替燃料プール注水系による注水
（可搬ポンプ使用の場合は補完措置含む）

FPC系又はRHR系による除熱

SFP

残留熱除去系
ポンプ

手動弁

燃料プール冷却
浄化系ポンプ

スキマー
サージタンク
出口隔離弁

代替燃料プール
冷却系ポンプ

熱交換器
出口弁

ポンプ入口弁
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６．説明事項③ 第６６条（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －論点の抽出（２）－

＜一部の先行BWRプラント等と類似性のある例＞

東二の特徴 該当箇所 概要

類似の
先行プラント 基本

方針
柏崎 女川 島根

１ SA専用の注水ポンプ

６６－４－１
（低圧代替注水系（常設））

常設の新設ＳＡ注水ポンプを有す － － 〇 －
６６－６－１

（代替格納容器ｽﾌﾟﾚｲ冷却系
（常設））

６６－７－２
（格納容器下部注水系（常設））

２ 可搬の竜巻対応

６６－５－２
（可搬型窒素供給系）

可搬の竜巻対応として予備機を含めた位置的分
散で機能維持

－ － － 〇

６６－１０－１
（大気への放射性物質の拡散抑制、

航空機燃料火災への泡消火）

６６－１０－２
(海洋への放射性物質の拡散抑制）

６６－１２－８
（燃料給油設備）の内、タンクローリ

６６－１５－１
（監視測定設備）の内、小型船舶

６６－１８－１
（ホイールローダ）

３
2種類の用途の異なる

可搬ポンプ
６６－１９－１

（可搬型代替注水ポンプ）

有効性評価で期待している可搬ポンプの種類、
所要数が異なる

－ 〇 － －
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７．説明事項④ 既存条文の変更及び追加 －論点の抽出－

東二の特徴 該当箇所 概要

類似の
先行プラント 基本

方針
柏崎 女川 島根

１
ペデスタル内を

利用したFCI/MCCI対策

３１条
（格納容器内の原子炉冷却材

漏えい率）

格納容器内の漏えい率監視としての床ドレンの
水位管理

－ － － －

２ 放水路ゲートを有す ５２条の２
（津波防護施設）

津波防護施設として放水路ゲートを設置※ － － － －

３
放射性固体廃棄物設備

の撤去
８８条

（放射性固体廃棄物の管理）
休止状態の固化装置、助材型ろ過装置を撤去 － － － －

＜先行BWRプラントと相違する例＞

※高浜発電所で設置例有

：東海第二発電所固有の設備

＜一部の先行BWRプラント等と類似性のある例＞

東二の特徴 該当箇所 概要

類似の
先行プラント 基本

方針
柏崎 女川 島根

１
第1水源を
S/Cに変更

39条
（非常用炉心冷却系その１）

ＥＣＣＳの水源としてＣＳＴを削除 － － 〇 －

４１条
（原子炉隔離時冷却系）

ＲＣＩＣの水源としてＣＳＴを削除 － － 〇 －
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７．説明事項④ 既存条文の変更及び追加 － 固有の設備（１)－

床ドレンからの排出配管構造（スワンネック）は
従来設計と同様。ただし、

＜格納容器内の原子炉冷却材漏えい率（床ドレンへの水張）【第３１条】＞

改造後は，開口面積の増加した格納容器床ドレンサンプからの蒸発量が増加する。
蒸発量が増加しても，蒸発量と凝縮水の量はバランスするが，格納容器床ドレンサン
プから直接蒸発するため，原子炉起動時のように原子炉格納容器内の温度が上昇し
湿度が低下する場合，格納容器床ドレンサンプからの蒸発量を凝縮水量が上回るま
での時間はオーバーフロー水位を下回る時間がある。

このため，原子炉起動時並びに格納容器床ドレン流量計及びドライウェルエアーク
ーラードレン流量の監視において水位が低下していると想定される期間は格納容器
床ドレンサンプに水張りを行い，格納容器床ドレン流量計の指示が増加することによ
り，オーバーフロー水位に維持されていることを確認する。

補給水系

FT

格納容器下部注水系

格納容器
床ドレン
流量計

工事計画に係る補足説明資料 補足-190（抜粋）

下線部を追加
第３１条（抜粋）
２．格納容器内の原子炉冷却材漏えい率が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ることを確認するため，次の各号を実施する。
(1) 発電長は，原子炉の状態が運転，起動及び高温停止において，格納容器内の原
子炉冷却材漏えい率を２４時間に１回確認する。なお，格納容器床ドレン流量計の指
示が確認できない場合，格納容器床ドレンサンプの水位が維持されていることを確認
するための措置を行う。

格納容器



25

原子炉
建屋

タービン
建屋

放水口

７．説明事項④ 既存条文の変更及び追加 － 固有の設備（２)－

＜津波防護施設【５２条の２】＞

（１）運転上の制限
各放水路ゲートが2系統※の開閉装置により動作可能であること

※2系統とは電動駆動式と自重降下式をいう。

（２）確認事項
①A～Cの各ゲートが閉止すること（定事検停止時）

②開閉装置の動力電源、制御電源に異常がないこと（1回/日）

③放水路ゲートの外観点検による動作可能確認（1回/月）

（３）LCOが適用される原子炉の状態の考え方
全モードに適用する

（４）要求される措置の考え方
①1系統動作不能の場合の措置の完了時間は、達成できない場

合に炉停止要求のある残留熱除去系海水系（安全機能を有す
る設備の関連系）を参考に設定

② 1系統動作不能の場合の措置のＡＯＴ10日間と設定。
（類似設備を持つ先行PWRと同様）

開閉装置

放水路
ゲートＡ Ｂ Ｃ

放水路ゲートが閉止した状態

電動駆動
又は

自重降下
により閉止



26

７．説明事項④ 既存条文の変更及び追加 － 固有の設備（３)－

＜放射性固体廃棄物の管理【第８８条】＞

固体廃棄物処理系の「固化装置」、「助材型ろ過装置」の撤去を反映

濃縮廃液の固化装置による
処理を削除

使用済樹脂、フィルタスラッ
ジ、クラッドスラリの固化装
置による処理を削除

※助材型ろ過装置を用いた処理に関する保安規定上の記載はない
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８．その他 保安規定変更箇所（１/９）

①実施項目の追加、変更、判断基準の変更等、趣旨に変更のある条文について「変更概要」及び「関
連する法令/上流文書」を整理

②説明事項として抽出した条文は緑ハッチングにて表示。

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

第５条
保安に関する職務

保安に関する職務に、新規追加された
第１７条等の体制の整備に関する業務
を追加

第１７条等に関連した変更 基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第７条
原子炉施設保安運営委員
会

保安運営委員会の審議事項に、新規追
加された第１７条等の体制の整備に関
する事項等を追加

第１７条等に関連した変更 基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第８条
原子炉主任技術者の選任

原子炉主任技術者について職務を遂行
できない場合として、非常召集可能外に
離れる場合を含むことを明確化

第１７条等に関連した変更 基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第９条
原子炉主任技術者の職務
等

原子炉主任技術者の確認事項として下
記項目を追加
・第１７条等の確認事項（成立性確認訓

練及び大規模損壊訓練の実施計画、
訓練結果等）

・第６６条の代替措置

第１７条等に関連した変更
第６６条に関連した変更

基本方針及び先行プラントとの相違
なし

第１２条
運転員等の確保

・設置変更許可で前提とした重大事故
の対応に必要な力量を有する者を確
保することを規定

・訓練において力量がないと判断した場
合には体制から除外するとともに代わ
りの要員を確保することを規定

・要員確保の見込みがない場合は原子
炉停止措置を実施することを規定

【設置許可申請書添付十 必要人数】
・災害対策要員 ３９名

（運転員７名、自衛消防隊１１名を含
む）

基本方針及び先行プラントとの相違
なし
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８．その他 保安規定変更箇所（２/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

第１２条の２
運転管理業務

系統より切り離されている施設（可搬設
備及び緊急時対策所設備等）の運転管
理業務について規定

【保安規定変更に係る基本方針4.6】
可搬設備及び緊急時対策所設備等に
ついては、１週間1回～１ヶ月１回程度で
巡視及び点検を行う

基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第１３条
巡視点検

系統より切り離されている施設（可搬設
備及び緊急時対策所設備等）について、
各マネージャーが1ヶ月を超えない期間
で巡視点検を実施することを規定

【保安規定変更に係る基本方針4.6】
可搬設備及び緊急時対策所設備等に
ついては、１週間1回～１ヶ月１回程度で
巡視及び点検を行う

基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第１４条
手順の作成

作成する手順として、第１７条等の体制
の整備に関する事項を規定

第１７条等に関連した変更 基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第１６条
原子炉起動前の確認事項

・ＳＡ設備についても起動前確認事項と
して規定

・定事検停止時における確認結果は、
終の確認結果（動作確認を伴う確

認項目等については、制御棒引抜前
の１年以内の確認結果）として規定

第６６条に関連した変更 基本方針及び先行ＢＷＲプラントと
の相違なし

（新規条文）
第１７条
～１７条の５、７、８
火災、内部溢水、火山影響
等、その他自然災害、有毒
ガス、重大事故等発生時、
大規模損壊発生時の体制
の整備

・火災、内部溢水、火山影響等、その他
自然災害、有毒ガス、重大事故等及
び大規模損壊発生時における体制の
整備について規定

・条文に体制の整備に係る枠組みを規
定し、添付２、３（実施基準）に設置変
更許可申請書で記載した運用要求事
項を規定

【保安規定審査基準】
想定する事象に応じて、次に掲げる措
置を講ずることが定められていること。
・原子炉施設の必要な機能を維持する

ための活動に関する計画を策定する
こと

・要員を配置すること
・計画に従って必要な活動を行わせるこ

と
・要員に対する教育及び訓練に関する

こと
・必要な資機材を備え付けること
・その他必要な機能を維持するための

活動を行うために必要な体制を整備
すること

【説明事項②】
・全体概要
・論点の抽出
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８．その他 保安規定変更箇所（３/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

（新規条文）
第１７条の６
資機材等の整備

資機材等に関する運用要求（安全避難
通路、避難用及び事故対策照明の整備、
可搬型照明の配備、警報装置及び通信
連絡装置の整備、それらの手順の整備
等）を規定

【設置変更許可申請書添付八】
10.11.4 手順等
安全避難通路等は，以下の内容を含む手順
を定め，適切な管理を行う。
(2) 可搬型照明は，万一，作業用照明設置

箇所以外での対応が必要になった時に迅
速に使用できるよう，必要数及び保管場所
を定める。

基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

（新規条文）
第１８条の２
原子炉冷却材圧力バウン
ダリの隔離弁管理

定事検停止後の原子炉起動前にRPV
バウンダリ隔離弁の閉止施錠状態の確
認を規定

【設置変更許可申請書添付八】
5.1.1.5 手順等
原子炉冷却材圧力バウンダリについては，
以下の内容を含む手順を定め，適切な管理
を行う。
(1) 原子炉再循環系ＣＵＷ入口ドレンライン

の弁については，通常時又は事故時開と
なるおそれがないように施錠管理によるハ
ンドルロックを実施する。

基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第２７条
計測及び制御設備

技術基準規則（解釈）の一部変更により、
中央制御室外原子炉停止装置（ＲＳＳ）
について、高温停止に加え、「引き続き
低温停止できる機能を有した装置であ
ること」との要求が明確化されたことか
ら、ＬＣＯが適用される原子炉の状態を
拡大（「運転、起動、高温停止」とすると
ともに、ＬＣＯ対象の要素を拡大（残留熱
除去系制御等））

【保安規定変更に係る基本方針5.3.3】
・適用される原子炉の状態は、低温停止に

移行し維持することが必要となる状態とし
て、運転、起動及び高温停止とする。

・必要な操作器及び監視計器については、
低温停止への移行操作時に必要な主要
機器の操作器及び必要 低限のパラメー
タの監視計器を選定する。

基本方針及び先行BWRプラントとの
相違なし

第３１条
格納容器内の原子炉冷却
材漏えい率

格納容器内の漏えい率監視として、床ド
レンの水位管理を追加

【設工認】
・格納容器床ドレンサンプに水張りを行い，

格納容器床ドレン流量計の指示が増加す
ることにより，オーバーフロー水位に維持
されていることを確認する。

説明事項④

第３９条
非常用炉心冷却系その１

設置許可基準規則（解釈）第４６条に、
「減圧用の弁は想定される重大事故等
が発生した場合の環境条件において確
実に作動すること」とあり、自動減圧系
の窒素ガス供給圧力を1.06MPa[gage]
以上に変更
ＥＣＣＳの水源としてＣＳＴを削除

【設置許可まとめ資料】
非常用窒素供給系は、原子炉格納容器圧
力が設計圧力の2倍となった場合においても
逃がし安全弁（自動減圧機能）を問題なく作
動させることを考慮し、供給圧力を
1.06MPa[gage]以上とする。

説明事項④
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８．その他 保安規定変更箇所（４/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

第４１条
原子炉隔離時冷却系

第６６条（重大事故等対処設備）の新規
追加に伴う変更として、高圧代替注水
系起動準備及び運転中は、原子炉隔離
時冷却系を動作不能とは見なさないこと
を規定
ＲＣＩＣの水源としてＣＳＴを削除

第６６条に関連した変更 説明事項④

第４５条
サプレッションプールの平
均水温

第６６条（重大事故等対処設備）の新規
追加に伴う変更として、高圧代替注水
系確認運転中のＳ/Ｐへのタービン駆動
蒸気排出によるＳ/Ｐ水温上昇時の措置
を規定

第６６条に関連した変更 先行BWRプラントとの相違なし

第４８条
格納容器内の酸素濃度

・ＰＣＶ内の火災防護の観点から、ＬＣＯ
適用期間を変更

・設置変更許可申請書の重大事故等に
おける有効性評価の前提条件として、
酸素濃度の制限値を変更

【設置変更許可申請書添付十】
6.5.2.2 運転中の原子炉における重大
事故
(1) 初期条件

ｄ．格納容器
(e) 初期酸素濃度

格納容器内の初期酸素濃度は，
2.5vol％（ドライ条件）を用いるもの
とする

先行ＢＷＲプラントとの相違なし

第４９条
原子炉建屋

設置変更許可申請書添付八で、原子炉
建屋ブローアウトパネルの開閉機能が
明確化されたことに伴い、本条文に原
子炉建屋ブローアウトパネルを含むこと
を規定

【設置変更許可申請書添付八】
9.1.1.4.2.1 原子炉建屋
気密バウンダリの一部として原子炉建
屋に設置するブローアウトパネルは，閉
状態の維持又は開放時に再閉止が可
能な設計とする。

基本方針及び先行ＢＷＲプラントと
の相違なし
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８．その他 保安規定変更箇所（５/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

第５２条
残留熱除去系海水系

第６６条（重大事故等対処設備）の新規
追加に伴う変更として、緊急用海水系
の動作確認時は，残留熱除去系海水系
を動作不能とはみなさないことを規定

第６６条に関連した変更 説明事項③に関連する事項として
記載

（新規条文）
第５２条の２
津波防護施設

新規に放水路に設置する放水路ゲート
についてＬＣＯ等を規定

説明事項④

第５８条
外部電源

・設置許可基準規則第３３条（保安電源
設備）の要求を踏まえ、外部電源につ
いてＬＣＯを変更

・「２回線以上」及び「独立性」を要求

【設置許可基準規則第３３条】
・少なくとも二回線は、それぞれ互いに

独立したもの（１つの変電所又は開閉
所のみに連系しないもの）であること

・うち少なくとも一回線は、設計基準対
象施設において他の回線と物理的に
分離して受電できるものでなければな
らない。

先行BWRプラントとの相違なし

第６１条
非常用ディーゼル発電機燃
料油等

・燃料移送系をＳＡ設備と位置付けたこ
とからＬＣＯ等を設定

・軽油タンク地下化に伴い軽油タンクレ
ベルを変更

【設置変更許可申請書添付十】
1.14.1 対応手段と設備の選定
(2) 対応手段と設備の選定の結果
設計基準事故対処設備である非常用交
流電源設備又は非常用直流電源設が
健全であれば重大事故等対処設備とし
て重大事故等の対処に用いる。

先行ＢＷＲプラントとの相違なし

第６２条
直流電源その１

第６３条
直流電源その２

第６６条（重大事故等対処設備）の新規
追加に伴う変更として、直流電源２Ａ系、
２Ｂ系の浮動充電時の蓄電池電圧を変
更

第６６条に関連した変更 既存条文との考え方に相違なし
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８．その他 保安規定変更箇所（６/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

（新規条文）
第６６条
重大事故等対処設備

ＳＡ設備について、「基本方針」に基づき、
ＬＣＯ等を規定

【保安規定審査基準】
ＳＡ設備について、運転状態に対応した
ＬＣＯ、サーベイランスの実施方法及び
頻度、要求される措置並びにＡＯＴが定
められていること。

説明事項③
・全体概要
・論点の抽出

第７２条
運転上の制限の確認

・確認事項が複数の条文で同一である
場合は１回の確認により複数の条文
を実施したとみなすことができる旨を
追加

・頻度の定義を明確化

第６６条に関連した変更 基本方針及び先行ＢＷＲプラントと
の相違なし

第７４条
予防保全を目的とした点
検・保修を実施する場合

常時ＬＣＯが適用されるＳＡ設備につい
て、保全計画に基づき計画的に運転上
の制限外に移行する場合、保全作業時
の措置について規定

第６６条に関連した変更 基本方針及び先行ＢＷＲプラントと
の相違なし

第８０条
新燃料の貯蔵

設置許可基準規則第１６条（燃料体等
の取扱施設及び貯蔵施設）の要求を踏
まえ、新燃料を使用済燃料プールに貯
蔵する場合は，原子炉に全ての燃料が
装荷されている状態で、使用済燃料
プールに1炉心以上の使用済燃料貯蔵
ラックの空き容量を確保することを規定

【設置許可基準規則第１６条】
「燃料体等を必要に応じて貯蔵すること
ができる容量を有する」とは、発電用原
子炉に全て燃料が装荷されている状態
で、使用済燃料及び貯蔵されている取
替燃料に加えて、１炉心分以上貯蔵す
ることができる容量を確保すること

先行ＢＷＲプラントとの相違なし
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８．その他 保安規定変更箇所（７/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

第８５条
使用済燃料の貯蔵

設置変更許可申請書添付八に記載した
内容を踏まえ、使用済燃料プール周辺
に設置する設備について、使用済燃料
プールに影響を及ぼす落下物となる可
能性が考えられる場合は、落下を防止
する措置を講じることを規定

【設置変更許可申請書添付八】
4.1.1.6 手順等
(1) 使用済燃料プールへの重量物落下

防止対策
ａ．使用済燃料プール周辺に設置する

設備や取り扱う吊荷については，あ
らかじめ定めた評価フローに基づき
評価を行い，使用済燃料プールに影
響を及ぼす落下物となる可能性が
考えられる場合は落下防止措置を
実施する。

先行ＢＷＲプラントとの相違なし

第８６条
使用済燃料の運搬

設置変更許可申請書添付八に記載した
内容を踏まえ、原子炉建屋クレーンによ
り使用済燃料輸送容器を使用済燃料
プール上で取り扱う場合は、キャスク
ピットゲートを閉止すること及び使用済
燃料輸送容器の移動範囲や移動速度
を制限することを規定

【設置変更許可申請書添付八】
4.1.1.6 手順等
(1) 使用済燃料プールへの重量物落下

防止対策
ｃ．原子炉建屋クレーンにより，使用済

燃料輸送容器を使用済燃料プー
ル上で取り扱う場合は，使用済燃
料輸送容器の移動範囲の制限に
関する運用上の措置を講ずること
とし，それらを手順等に整備し，的
確に実施する。

先行ＢＷＲプラントとの相違なし

第８８条
放射性固体廃棄物の管理

固体廃棄物処理系の「固化装置」撤去
を反映

【設置変更許可申請書添付八】
「7.3 固体廃棄物処理系」から固化装置
を削除

【説明事項④】
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８．その他 保安規定変更箇所（８/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

第１０７条
施設管理計画

「基本方針」に基づき、新規制基準で新
たに追加となるＳＡ設備等を保全対象範
囲として規定

【基本方針】
4.5.2 施設管理計画における新規制基
準の取扱いについて
新規制基準で新たに追加となる施設を
原子炉施設とし保全対象範囲に加える
ため、
・重大事故等対処設備
・大規模損壊時の対応に使用する設備
・新たに追加された防護対象設備
・防護対象設備を保護するための設備

(竜巻用防護ネット等)
を「原子炉設置（変更）許可申請書」の
仕様表及び設計方針並びに「設計及び
工事計画（変更）認可申請書」の要目表
及び基本設計方針に保管又は設置要
求があり許可又は認可を受けた設備に
整理し、
・自主対策設備
を保安規定の保全対象範囲の項目に
加える、又は「その他自ら定める設備」
に整理する。

基本方針及び先行ＢＷＲプラントと
の相違なし

第１１８条
所員への保安教育

第１７条等に係る保安教育項目を追加 １７条等に関連した変更 基本方針及び先行プラントとの相違
なし

第１１９条
協力企業社員への
保安教育

第１７条等に係る保安教育項目を追加 １７条等に関連した変更 基本方針及び先行ＢＷＲプラントと
の相違なし

添付１
原子炉がスクラムした場合
の運転操作基準
（第７７条関連）

重大事故等時の運転操作手順として、
以下を追加するとともに、添付３との紐
づけを実施
・原子炉建屋制御、使用済燃料プール

制御
・電源供給回復

【設置変更許可申請書 添付十】
有効性評価重要シーケンス等における
対応手順

先行ＢＷＲプラントとの相違なし
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８．その他 保安規定変更箇所（９/９）

変更条文 変更概要 関連する法令/上流文書等 説明事項抽出結果

（新規作成）
添付２
火災、内部溢水、火山影響
等、その他自然災害及び有
毒ガス対応に係る実施基
準

（第１７条、第１７条の２～５
関連）

火災、内部溢水、火山影響等、その他
自然災害及び有毒ガス対応に係る体制
の整備として、設置変更許可申請書に
記載した運用要求事項を規定

【設置変更許可申請書添付八】
（例）
10.6.1.1.6 手 順 等
(2) 放水路ゲートについては，発電所を
含む地域に大津波警報が発表された場
合，循環水ポンプ及び補機冷却系海水
系ポンプの停止（プラント停止）並びに
放水路ゲート閉止の操作手順を定める。

1.7.9.3 手 順
(1) 津波防護施設と植生の間の離隔距
離を確保するために管理が必要となる
隣接事業所敷地については，当社によ
る当該敷地の植生管理を可能とするた
めの隣接事業所との合意文書に基づき，
必要とする植生管理を当社が実施する。

【説明事項②】
・全体概要
・論点の抽出

（新規作成）
添付３
重大事故等及び大規模損
壊対応に係る実施基準

（第１７条の７及び８関連）

重大事故等及び大規模損壊に係る体
制の整備として、設置変更許可申請書
に記載した運用要求事項を規定

【設置変更許可申請書添付十追補】
（例）
5 . 1 重大事故等対策
重大事故等が発生した場合，災害対策
要員は，非常招集から2時間後には，
重大事故等対応に必要な要員1 1 1 名
以上が参集し，要員の任務に応じた対
応を行う。

【説明事項②】
・全体概要
・論点の抽出
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【参考資料】
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【参考１】変更に関わる説明事項（論点）の抽出について

保安規定 新規/変更条文

東二のプラント設計の特
徴によるものか？

先行プラントに類似
例のないものか？

「基本方針」に類似
例のないものか？

分類１ 【論点１】
説明が必要な事項

分類２ 【論点２】
説明が必要な事項

分類４
【軽微な変更】

趣旨に変更が
生じるか？

YES

YES

YES

NO NO

分類３
【主な変更】

YES

NO

NO
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【参考１】変更に関わる説明事項（論点）の抽出について

条文番号等※ 条文名称 分類 条文番号等※ 条文名称 分類

第３条 品質マネジメントシステム計画 4 第２７条 計測及び制御設備 3

第５条 保安に関する職務 3 第３０条 主蒸気逃がし安全弁 4

第７条 原子炉施設保安運営委員会 3 第３１条 格納容器内の原子炉冷却材漏えい率 1

第８条 原子炉主任技術者の選任 3 第３４条 原子炉停止時冷却系その１ 4

第９条 原子炉主任技術者の職務等 3 第３５条 原子炉停止時冷却系その２ 4

第９条の２ 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の職務等 4 第３６条 原子炉停止時冷却系その３ 4

第１１条 構成及び定義 4 第３９条 非常用炉心冷却系その１ 3

第１２条 運転員等の確保 3 第４０条 非常用炉心冷却系その２ 4

第１２条の２ 運転管理業務 3 第４１条 原子炉隔離時冷却系 2

第１３条 巡視点検 3 第４３条 格納容器及び格納容器隔離弁 4

第１４条 手順の作成 3 第４４条 サプレッション・チェンバからドライウェルへの真空破壊弁 4

第１６条 原子炉起動前の確認事項 3 第４５条 サプレッションプールの平均水温 3

第１７条 火災発生時の体制の整備 3 第４６条 サプレッションプールの水位 4

第１７条の２ 内部溢水発生時の体制の整備 3 第４８条 格納容器内の酸素濃度 3

第１７条の３ 火山影響等発生時の体制の整備 3 第４９条 原子炉建屋 3

第１７条の４ その他自然災害発生時の体制の整備 3 第５１条 原子炉建屋ガス処理系 4

第１７条の５ 有毒ガス発生時の体制の整備 3 第５２条 残留熱除去系海水系 3

第１７条の６ 資機材等の整備 3 第５２条の２ 津波防護施設 2

第１７条の７ 重大事故等発生時の体制の整備 3 第５３条 非常用ディーゼル発電機海水系 4

第１７条の８ 大規模損壊発生時の体制の整備 3 第５４条 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 4

第１８条の２ 原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁管理 3 第５７条 中央制御室非常用換気空調系 4

第２２条 制御棒のスクラム機能 4 第５８条 外部電源 3

第２４条 ほう酸水注入系 4

表１．説明事項（論点）の整理結果

※変更のない条文は、記載していない。■は特重施設設置に関わる条文
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【参考１】変更に関わる説明事項（論点）の抽出について

※変更のない条文は、記載していない。■は特重施設設置に関わる条文

条文番号等※ 条文名称 分類 条文番号等※ 条文名称 分類

第５９条 非常用ディーゼル発電機その１ 4 ６６－７－１ ペデスタル排水系（重大事故等対処設備） 1

第６０条 非常用ディーゼル発電機その２ 4 ６６－７－２ 格納容器下部注水系（常設） 2

第６１条 非常用ディーゼル発電機燃料油等 3 ６６－７－３ 格納容器下部注水系（可搬型） 3

第６２条 直流電源その１ 3 ６６－８－１ 水素濃度制御及び水素排出 1

第６３条 直流電源その２ 3 ６６－８－２ 原子炉建屋内の水素濃度監視 3

第６４条 所内電源系統その１ 4 ６６－９－１ 代替燃料プール注水系（注水ライン） 1

第６５条 所内電源系統その２ 4 ６６－９－２ 代替燃料プール注水系（燃料プールスプレイ） 1

第６６条 重大事故等対処設備 3 ６６－９－３ 使用済燃料プールの除熱 1

６６－１－１ ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 3 ６６－９－４ 使用済燃料プール監視設備 3

６６－１－２ ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 3 ６６－１０－１ 大気への放射性物質の拡散抑制，航空機燃料火災への泡消火 2

６６－２－１ 高圧代替注水系（中央制御室からの遠隔起動） 3 ６６－１０－２ 海洋への放射性物質の拡散抑制 2

６６－２－２ 高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系（現場起動） 3 ６６－１１－１ 重大事故等収束に必要となる水源 3

６６－２－３ ほう酸水注入系（重大事故等対処設備） 3 ６６－１１－２ 水源への移送設備 3

６６－３－１ 代替自動減圧機能 3 ６６－１１－３ 海水供給設備 3

６６－３－２ 主蒸気逃がし安全弁（手動減圧） 3 ６６－１２－１ 常設代替交流電源設備 3

６６－３－３ 主蒸気逃がし安全弁の機能回復 3 ６６－１２－２ 可搬型代替交流電源設備 3

６６－４－１ 低圧代替注水系（常設） 2 ６６－１２－３ 非常用直流電源設備 3

６６－４－２ 低圧代替注水系（可搬型） 1 ６６－１２－４ 所内常設直流電源設備 3

６６－５－１ 格納容器圧力逃がし装置（重大事故等対処設備） 1 ６６－１２－５ 常設代替直流電源設備 3

６６－５－２ 可搬型窒素供給装置 2 ６６－１２－６ 可搬型代替直流電源設備 3

６６－５－３ 緊急用海水系 1 ６６－１２－７ 代替所内電気設備 3

６６－５－４ 代替循環冷却系 1 ６６－１２－８ 燃料給油設備 3

６６－５－５ 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 3 ６６－１３－１ 主要パラメータ及び代替パラメータ 3

６６－６－１ 代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 2 ６６－１３－２ 補助パラメータ 3

６６－６－２ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型） 1 ６６－１３－３ 可搬型計測器 3

６６－１３－４ パラメータ記録 3
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【参考１】変更に関わる説明事項（論点）の抽出について

条文番号等※ 条文名称 分類 条文番号等※ 条文名称 分類

６６－１４－１ 中央制御室の居住性確保 3 第１０７条の３ 作業管理 4

６６－１４－２ 原子炉建屋外側ブローアウトパネル 3 第１０７条の６ 原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針 4

６６－１５－１ 監視測定設備 3 第１０９条の２ 緊急作業従事者の選定 4

６６－１６－１ 緊急時対策所の居住性確保 3 第１１１条 通報経路 4

６６－１６－２ 緊急時対策所の代替電源設備 3 第１１３条 通報 4

６６－１７－１ 通信連絡設備 3 第１１４条 非常事態等の宣言 4

６６－１８－１ ホイールローダ 2 第１１５条 応急措置 4

６６－１９－１ 可搬型代替注水ポンプ 2 第１１７条 非常事態等の解除 4

第６６条の２ 特重施設を構成する設備 1 第１１８条 所員への保安教育 3

第７０条 原子炉の昇温を伴う検査 4 第１１９条 協力企業従業員への保安教育 3

第７２条 運転上の制限の確認 3 第１２０条 記録 4

第７３条 運転上の制限を満足しない場合 4 添付１ 原子炉がスクラムした場合の運転操作基準 3

第７４条 予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合 3 添付２  火災，内部溢水，火山影響等，その他自然災害及び有毒ガス対応に係る実施基準 1

第７８条 異常収束後の措置 4 添付３ 重大事故等及び大規模損壊対応に係る実施基準 1

第８０条 新燃料の貯蔵 3 添付４ 管理区域図 4

第８５条 使用済燃料の貯蔵 3 添付５ 保全区域図 3

第８６条 使用済燃料の運搬 3 添付６ 長期施設管理方針 4

第８８条 放射性固体廃棄物の管理 1

第８８条の３ 事故由来放射性物質の降下物の影響確認及び所外搬出等の管理 4

第９３条 管理区域の設定及び解除 4

第９４条 管理区域における区域区分 4

第９８条 保全区域 4

第９９条 周辺監視区域 4

第１０３条 放射線計測器類の管理 4

第１０７条 施設管理計画 3

※変更のない条文は、記載していない。■は特重施設設置に関わる条文
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【参考２】第１７条（火災発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概要

添付２ 実施基準
１．１ 専用回線を使用した通報設備の設置 中央制御室から消防機関へ通報するための専用回線を

使用した通報設備を設置

１．２ 要員の配置 火災発生時に対応するための要員を確保
（自衛消防隊）

１．３ 教育訓練の実施 火災発生時に対応するための教育訓練を実施

１．４ 資機材の配備 化学消防自動車等の火災発生時に対応するための資
機材を配備

１．５ 手順書の整備 火災発生時に対応するための手順を整備
火災の発生防止、感知及び消火、外部火災、火災防護
設備の施設管理、火災影響評価を含む
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
津波防護施設（防潮堤）付近の隣接事業所の植生管理

１．６ 定期的な評価 火災防護に係る活動について定期的な評価を実施

１．７ 原子炉施設の災害を未然に防止するた
めの措置

火災の影響により原子炉施設に重大な影響を及ぼす可
能性がある場合の措置
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【参考２】第１７条の２（内部溢水発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概要

添付２ 実施基準
２．１ 要員の配置 溢水発生時に対応するための要員を確保

２．２ 教育訓練の実施 溢水発生時に対応するための教育訓練を実施

２．３ 資機材の配備 溢水発生時に対応するための資機材を配備

２．４ 手順書の整備 溢水発生時に対応するための手順を整備
溢水発生時の措置、運転時間実績管理、水密扉の閉止
状態の管理、浸水防護設備の施設管理、溢水評価への
影響評価を含む。
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
蒸気環境に曝された設備の保守点検

２．５ 定期的な評価 溢水発生時に係る活動について定期的な評価を実施

２．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するた
めの措置

溢水の影響により原子炉施設に重大な影響を及ぼす可
能性がある場合の措置
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【参考２】第１７条の３（火山影響等発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概要

添付２ 実施基準
３．１ 要員の配置 火山影響等、積雪発生時に対応するための要員を確保

３．２ 教育訓練の実施 火山影響等、積雪発生時に対応するための教育訓練を
実施

３．３ 資機材の配備 火山影響発生時及び降下火砕物の除去に対応するた
めの資機材を配備
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
D/G給気、D/G室給気用フィルタの配備

３．４ 手順書の整備 火山影響等、積雪発生時に対応するための手順を整備
運用管理（侵入防止、除灰）、運転操作（炉心冷却）、非
常用ディーゼル発電機の機能維持対策等を含む。
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
代替の高圧注水系から代替の低圧注水系への切替
可搬型代替低圧電源車の屋内移動
D/G給気、D/G室給気へのフィルタ取り付け

３．５ 定期的な評価 溢水発生時に係る活動について定期的な評価を実施

３．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するた
めの措置

火山影響等、積雪の影響により原子炉施設に重大な影
響を及ぼす可能性がある場合の措置
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
炉停止の判断基準に放水路ゲートの機能損傷を設定

３．７ その他関連する活動 新たな知見の収集、反映
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【参考２】第１７条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備）に係る実施基準の概要（地震発生時）

変更条文 概要

添付２ 実施基準
４．１ 要員の配置 地震発生時に対応するための要員を確保

４．２ 教育訓練の実施 地震発生時に対応するための教育訓練を実施

４．３ 資機材の配備 地震発生時に対応するための資機材を配備

４．４ 手順書の整備 地震発生時に対応するための手順を整備
波及的影響の防止、設備保管、影響評価を含む。

４．５ 定期的な評価 地震発生時に係る活動について定期的な評価を実施

４．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するた
めの措置

地震の影響により原子炉施設に重大な影響を及ぼす可
能性がある場合の措置

４．７ その他関連する活動 新たな知見の収集、反映
地震観測、影響確認
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【参考２】第１７条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備）に係る実施基準の概要（津波発生時）

変更条文 概要

添付２ 実施基準
５．１ 要員の配置 津波発生時に対応するための要員を確保

５．２ 教育訓練の実施 津波発生時に対応するための教育訓練を実施

５．３ 資機材の配備 津波発生時に対応するための資機材を配備

５．４ 手順書の整備 津波発生時に対応するための手順を整備
津波来襲時の対応、水密扉等の管理、影響確認、施設
管理を含む。
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
大津波警報が発表された場合の放水路ゲートの閉止
敷地に遡上する津波後の構内排水路逆流防止設備の
機能維持
隣接事業所の津波評価に係る情報の定期的確認

５．５ 定期的な評価 津波発生時に係る活動について定期的な評価を実施

５．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するた
めの措置

津波の影響により原子炉施設に重大な影響を及ぼす可
能性がある場合の措置

５．７ その他関連する活動 新たな知見の収集、反映
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【参考２】第１７条の４（その他自然災害発生時等の体制の整備）に係る実施基準の概要（竜巻発生時）

変更条文 概要

添付２ 実施基準
６．１ 要員の配置 竜巻発生時に対応するための要員を確保

６．２ 教育訓練の実施 竜巻発生時に対応するための教育訓練を実施

６．３ 資機材の配備 竜巻発生時に対応するための資機材を配備

６．４ 手順書の整備 竜巻発生時に対応するための手順を整備
飛来物の管理、影響確認、施設管理
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
隣接事業所の資機材、車両等の配置を阻止する措置の
効果の維持確認

６．５ 定期的な評価 竜巻発生時に係る活動について定期的な評価を実施

６．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するた
めの措置

竜巻の影響により原子炉施設に重大な影響を及ぼす可
能性がある場合の措置

６．７ その他関連する活動 新たな知見の収集、反映
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【参考２】第１７条の５（有毒ガス発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概要

添付２ 実施基準
７．１ 要員の配置 有毒ガス発生時に対応するための要員を確保

７．２ 教育訓練の実施 有毒ガス発生時に対応するための教育訓練を実施

７．３ 資機材の配備 有毒ガス発生時に対応するための資機材を配備

７．４ 手順書の整備 有毒ガス発生時に対応するための手順を整備
影響確認、施設管理
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
防液堤の運用管理
可動源への具体的対応

７．５ 定期的な評価 有毒ガス発生時に係る活動について定期的な評価を実
施

７．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するた
めの措置

有毒ガスの影響により原子炉施設に重大な影響を及ぼ
す可能性がある場合の措置
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【参考２】第１７条の７（重大事故発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概要

添付３ 実施基準
１．１（１） 体制の整備 重大事故等発生時に対応するための要員を確保

１．１（２） 教育訓練の実施 重大事故等発生時に対応するための教育訓練を実施
（力量付与、維持向上、成立性確認）

１．１（３） 資機材の配備 重大事故等に対応するための資機材を配備

１．２ アクセスルートの確保、復旧作業及び支
援に係る事項

・アクセスルートを確保するための運用管理を定める
・復旧作業に係る事項を定める（予備品等の確保、保管場所）
・支援事項に係る事項を定める（７日間の継続的対応、協力関係
の構築、支援策の計画及び体制の確立）

＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
敷地に遡上する津波の影響を受けず、基準地震動の影響を受け
ないアクセスルートを確保

１．３ 手順書の整備 重大事故等発生時に対応するための手順を整備
運用手順等を表１～２０に記載
・運転手順書
・災害対策本部手順書
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
可動源に対する手順を社内規程に定める
＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
常設低圧代替注水ポンプを用いた原子炉等への注水
緊急用海水系を用いた 終ヒートシンクへの熱輸送
代替燃料プール注水系（注水ライン/常設スプレイヘッダ）を用い
た注水。代替燃料プール冷却系による冷却。

１．４ 定期的な評価 重大事故等発生時に係る活動について定期的な評価を実施
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【参考２】第１７条の８（大規模損壊発生時の体制の整備）に係る実施基準の概要

変更条文 概要

添付３ 実施基準
２．１（１） 体制の整備 大規模損壊発生時に対応するための要員を確保

（中央制御室の機能喪失等に対応できる体制）

２．１（２） 対応要員への教育訓練の実施 大規模損壊発生時に対応するための教育訓練を実施
（力量付与、維持向上、技術的能力の確認）
＜先行BWRプラントと相違する事項例＞
特重施設を構成する設備を用いた対応

２．１（３） 設備及び資機材の配備 ・大規模損壊発生時に対応するための設備を配備するとともに、
当該設備を防護

・大規模損壊発生時に対応するための資機材を配備

２．２ 手順書の整備 大規模損壊発生時に対応するための手順を整備
事前に予測可能な施設災害、施設の広範囲にわたる損壊等の影
響を想定した上で、多様性及び柔軟性を有する手段の構築（対応
手順書適用条件及び判断フロー等）
＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
特重施設を構成する設備を用いた対応

２．３ 秘密情報の管理 特重施設に関する情報の管理
＜先行BWRプラントと相違する手順例＞
特重施設に関する情報の管理

２．４ 定期的な評価 大規模損壊発生時に係る活動について定期的な評価を実施
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※１：原子炉圧力が1.04MPa[gage］以上かつ原子炉起動時に実施する運転確認終了後。
※２：保安規定２４条（ほう酸水注入系）に合わせてＡＯＴは８時間とする。
※３：原子炉圧力が0.84MPa[gage]以上の場合
※４：保安規定第３９条（非常用炉心冷却系その１）に合わせてＡＯＴは１０日とする。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－１－１
ＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能）

１Ｎ 運転、起動 － －

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循
環系ポンプトリップ機能）
自動減圧系の起動阻止ス
イッチ
ほう酸水注入系

－

６６－１－２
ＡＴＷＳ緩和設備

（代替再循環系ポンプトリップ機能）

１Ｎ 運転、起動 － －
ＡＴＷＳ緩和設備
（代替制御棒挿入機能）

－

６６－２－１
高圧代替注水系

（中央制御室からの遠隔起動）

１Ｎ
運転、起動
高温停止※１

－ 高圧炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 -

６６－２－２
高圧代替注水系及び
原子炉隔離時冷却系

（現場起動）

1N
運転、起動
高温停止※１

高圧代替注水系又は原子
炉隔離時冷却（現場起動）

高圧炉心スプレイ系
高圧代替注水系又は原子炉
隔離時冷却系の中央制御室
からの起動

－

６６－２－３
ほう酸水注入系

（重大事故等対処設備）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－
高圧炉心スプレイ系又は
原子炉隔離時冷却系※２ － －

６６－３－１
代替自動減圧機能

１Ｎ
運転、起動
高温停止※３

－ －
主蒸気逃がし安全弁による手動
減圧

－

６６－３－２
主蒸気逃がし安全弁

（手動減圧）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－
高圧炉心スプレイ系
原子炉隔離時冷却系※４ － －
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※５：原子炉が次に示す状態となった場合は適用しない。
(1) 原子炉水位がオーバーフロー水位付近で，かつプールゲートが開の場合
(2) 原子炉内から全燃料が取出され，かつプールゲートが閉の場合

※６：予備機を含めて必要数として管理。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－３－３
主蒸気逃がし安全弁の

機能回復
（電源回復）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

可搬型代替直流電源設備又は
逃がし安全弁用可搬型蓄電池

直流電源２Ａ系及び２Ｂ系 － 代替品の補充

６６－３－３
主蒸気逃がし安全弁の

機能回復
（窒素回復）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－ アキュムレータ －
代替品の補充
可搬型窒素供給装置（小型）

６６－４－１
低圧代替注水系

（常設）

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止

燃料交換※５

－
低圧注水系

低圧炉心スプレイ系
非常用ディーゼル発電機

－ －

６６－４－２
低圧代替注水系

（可搬型）

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止

燃料交換※５

－
低圧注水系

低圧炉心スプレイ系
非常用ディーゼル発電機

低圧代替注水系（常設） －

６６－５－１
格納容器圧力逃がし装置

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－

残留熱除去系
非常用ディーゼル発電機

残留熱除去系海水系
可燃性ガス濃度制御系

－ －

６６－５－２
可搬型窒素供給装置

1Ｎ※６ 運転、起動
高温停止

－

残留熱除去系
非常用ディーゼル発電機

残留熱除去系海水系
可燃性ガス濃度制御系

－ 代替品の補充
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－５－３
緊急用海水系

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止

燃料交換※７

使用済燃プールに
照射された燃料を
貯蔵している期間

－
残留熱除去系海水系

非常用ディーゼル発電機
－

代替残留熱除去系海水系
（補完措置含む）

６６－５－４
代替循環冷却系

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－

残留熱除去系
非常用ディーゼル発電機

残留熱除去系海水系
低圧炉心スプレイ系

代替循環冷却系※４ －

６６－５－５
原子炉格納容器内の水素濃
度監視及び酸素濃度監視

１Ｎ
運転、起動
高温停止

６６－６－１
代替格納容器スプレイ冷却系

（常設）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－
格納容器スプレイ冷却系
非常用ディーゼル発電機

－ －

６６－６－２
代替格納容器スプレイ冷却系

（可搬型）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－
格納容器スプレイ冷却系
非常用ディーゼル発電機

代替格納容器スプレイ冷却
系（常設）

－

６６－７－１
ペデスタル排水系
（重大事故等対処設備）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－
低圧注水系

非常用ディーゼル発電機
－

６６－７－２
格納容器下部注水系

（常設）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－
低圧注水系

非常用ディーゼル発電機
－ －

６６－７－３
格納容器下部注水系

（可搬型）

１Ｎ
運転、起動
高温停止

－
低圧注水系

非常用ディーゼル発電機
格納容器下部注水系（常設） －

他表でＡＯＴを整理

※７：原子炉内から全燃料が取出された場合を除く。
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※８：６６－１３－１を準用してＡＯＴ３０日とする。
※９：可搬型代替注水大型ポンプ（放水用）、放水砲は予備機を含めて必要数として管理。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－８－１
水素濃度制御及び水素排出

１Ｎ 運転、起動
高温停止
冷温停止

燃料交換※５

静的触媒式水素再結合器
原子炉建屋ガス処理系

低圧注水系
非常用ディーゼル発電機

－

原子炉建屋外側ブローアウト
パネル及び

ブローアウトパネル強制開放
装置

６６－８－２
原子炉建屋内の
水素濃度監視

１Ｎ －
他チャンネル又は

静的触媒式水素再結合器
動作監視装置※８

－ －

６６－９－１
代替燃料プール注水系

（注水ライン）

１Ｎ

使用済燃料プール
に照射された燃料

を貯蔵している
期間

６６－９－２
代替燃料プール注水系

（燃料プールスプレイ）

１Ｎ

６６－９－３
使用済燃料プールの除熱

１Ｎ

６６－９－４
使用済燃料プール監視設備

１Ｎ

６６－１０－１
大気への放射性物質の拡
散抑制，航空機燃料火災

への泡消火

１Ｎ※９

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－
残留熱除去系

水位、水温確認
－ 代替品の補充

６６－１０－２
海洋への放射性物質の

拡散抑制
１Ｎ※６

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－
残留熱除去系

水位、水温確認
－ 代替品の補充

プラント停止要求しないＡＯＴ
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※１０：２Ｎ要求される可搬型代替注水ポンプについては、６６－１９－１でＬＣＯを設定する。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－１１－１
重大事故等収束に必

要となる水源
1N

運転、起動
高温停止
冷温停止

燃料交換※5

使用済燃プールに
照射された燃料を
貯蔵している期間

－

サプレッションプール水位
低圧注水系

西側淡水貯水設備又は海を
水源とした可搬型代替注水

中型ポンプ

可搬型代替注水大型ポンプ
による代替淡水貯槽への供

給手段

代替淡水貯槽又は海を水源
とした可搬型代替注水大型
ポンプによる西側淡水貯水

設備への供給手段
(補完措置含む）

－

６６－１１－２
水源への移送設備

１Ｎ※１０

運転、起動
高温停止
冷温停止

燃料交換※5

使用済燃プールに
照射された燃料を
貯蔵している期間

－
西側淡水貯水設備

代替淡水貯槽
－ 代替品の補充

６６－１１－３
海水供給設備

１Ｎ※１０

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ サプレッションプール水位 － －

６６－１２－１
常設代替交流電源設備

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ 非常用ディーゼル発電機 － －
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※１１：起動領域モニタ周りの燃料が４体未満の場合は除く。
※１２：基本方針「２Ｎ要求の可搬設備（4.3-添付-51）」に従い、それぞれＡＯＴ１０日、３０日としている。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－１２－２
可搬型代替交流電源設備

２Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ 非常用ディーゼル発電機 常設代替交流電源設備 －

６６－１２－３
非常用直流電源設備

１Ｎ

起動
高温停止
冷温停止

燃料交換※１１

－ 非常用ディーゼル発電機 常設代替交流電源設備 －

６６－１２－４
所内常設直流電源設備

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ 非常用ディーゼル発電機 常設代替交流電源設備 －

６６－１２－５
常設代替直流電源設備

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ 非常用ディーゼル発電機 常設代替交流電源設備 －

６６－１２－６
可搬型代替直流電源設備

２Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ 非常用ディーゼル発電機※１２ 常設代替交流電源設備 代替品の補充※１２
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※１３：保安規定第６１条（非常用ディーゼル発電機その２）に合わせてＡＯＴを２日としている。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－１２－７
代替所内電気設備

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ 非常用所内電気設備 － －

６６－１２－８
燃料給油設備

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ － － 代替品の補充※１３

６６－１３－１
主要パラメータ及び

代替パラメータ
１Ｎ

各パラメータ毎
に設定

－ － 代替パラメータ －

６６－１３－２
補助パラメータ

１Ｎ
各パラメータ毎

に設定
－ － 代替計器 －

６６－１３－３
可搬型計測器

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ － 代替品の補充 －

６６－１３－４
パラメータ記録

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

他表でＡＯＴを整理
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※１４：停止余裕確認後の制御棒１本の挿入・引抜を除く。
※１５：小型船舶は予備機を含めて必要数として管理。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－１４－１
中央制御室の居住性確保

（被ばく低減設備）
１Ｎ

運転、起動
高温停止

炉心変更時※１４

又は
原子炉建屋

原子炉棟内で
照射された燃料に

係る作業時

－

残留熱除去系
非常用ディーゼル発電機

残留熱除去系海水系
－ 代替品の補充

６６－１４－１
中央制御室の居住性確保

（その他設備）
１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ － － 代替品の補充

６６－１４－２
原子炉建屋外側

ブローアウトパネル
１Ｎ

運転、起動
高温停止

－
原子炉建屋外側

ブローアウトパネルの確認
－

手動操作等による
閉止手段の確認

６６－１５－１
監視測定設備

１Ｎ※１５

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

６６－１６－１
緊急時対策所の居住性確保

（被ばく低減設備）
１Ｎ

運転、起動
高温停止

炉心変更時※１４

又は
原子炉建屋

原子炉棟内で
照射された燃料に

係る作業時

－ － － 代替品の補充

プラント停止要求しないＡＯＴ
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【参考３】第６６条関係（ＳＡ設備のＬＣＯ/ＡＯＴ） －ＬＣＯ/ＡＯＴ一覧－

※１６：機能により異なる。

条文
（Ａ設備）

ＬＣＯ
（１Ｎ/２Ｎ）

ＬＣＯが
適用される

原子炉の状態

ＡＯＴ

Ｂ設備
（ＬＣＯ逸脱なし）

ɤ設備
（ＡＯＴ３日）

Ｃ設備
（ＡＯＴ３０日）

Ｄ設備
（ＡＯＴ10日）

６６－１６－１
緊急時対策所の居住性確保

（その他設備）
１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ － － 代替品の補充

６６－１６－２
緊急時対策所の
代替電源設備

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ － －

緊急時対策所用
可搬型代替低圧電源車

（補完措置含む）
又は

代替品の補充

６６－１７－１
通信連絡設備

１Ｎ

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ － －
代替品の補充
要員の追加等

６６－１８－１
ホイールローダ

１Ｎ※６

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

－ － － 代替品の補充

６６－１９－１
可搬型代替注水ポンプ

２Ｎ※１６

運転、起動
高温停止
冷温停止
燃料交換

使用済燃プールに
照射された燃料を
貯蔵している期間

－
残留熱除去系

非常用ディーゼル発電機※１２ 代替品の補充※１２
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【参考４】添付１ （原子炉がスクラムした場合の運転操作基準）の変更

原子炉がスクラムした場合の操作手順 実施内容

１．原子炉制御

（１）スクラム 変更なし

（２）反応度制御

中性子束振動発生を防止するためサプレッションプール水温度によりほう酸水
注入系を起動する手順から、反応度制御導入でほう酸水注入系を起動する手順
とした

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表１ 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための手順等
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

（３）水位確保

有効性評価「高圧・低圧注水機能喪失」による評価結果を基に、非常用炉心冷
却系及び給復水系が起動せず原子炉水位が低下する場合、低圧代替注水系
（常設）の起動準備を行い、不測事態「水位回復」に移行する手順とした

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

（４）減圧冷却

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

保安規定第７７条（異常時の措置）に関連する「原子炉がスクラムした場合の運転手順」
について、重大事故等時の運転操作手順を反映するとともに、添付３（重大事故等及び
大規模損壊対応に係る実施基準）との紐づけを実施
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【参考４】添付１ （原子炉がスクラムした場合の運転操作基準）の変更

原子炉がスクラムした場合の操作手順 実施内容

２．格納容器
制御

（１）格納容器圧力制御

サプレッションチェンバ圧力が格納容器設計圧力未満に維持できない場合に行
う原子炉満水操作の手段の一つとして、低圧代替注水系（常設）を加えた手順と
した

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等
表５ 終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
表６ 格納容器内の冷却等のための手順等

（２）ドライウェル
温度制御

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表６ 格納容器内の冷却等のための手順等

（３）サプレッションプール
温度制御

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表６ 格納容器内の冷却等のための手順等

（４）サプレッションプール
水位制御

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表６ 格納容器内の冷却等のための手順等

（５）格納容器水素濃度
制御

変更なし

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表６ 格納容器内の冷却等のための手順等
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【参考４】添付１ （原子炉がスクラムした場合の運転操作基準）の変更

原子炉がスクラムした場合の操作手順 実施内容

３．原子炉建屋
制御
（新規作成）

（１）原子炉建屋制御

有効性評価「格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）」による評価
結果を基に、以下の考え方を基準に手順を定めた
①格納容器外で原子炉冷却材バウンダリの破断が発生した場合、中央制御室

から速やかに隔離を実施
②隔離されたことが確認できない場合、原子炉を手動スクラムした後に、原子炉

を急速減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑制
③原子炉水位は、非常用炉心冷却系作動水位から原子炉水位低スクラム設定

値間に維持
④原子炉建屋原子炉棟内の環境悪化防止のため、原子炉建屋ガス処理系を停

止

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

４．使用済燃料
プール制御
（新規作成）

（１）使用済燃料プール
制御

有効性評価「想定事故１」/「想定事故２」による評価結果を基に、以下の考え方
を基準に手順を定めた
・使用済燃料プール水位と使用済燃料プールに注水可能な系統を随時把握
・使用済燃料プール温度を通常運転時制限温度以下に維持可能な系統を随時
把握

・燃料プール冷却浄化系、残留熱除去系が起動できない場合は、代替燃料プー
ル冷却系を起動

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表１１ 使用済燃料プールの冷却等のための手順等
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【参考４】添付１ （原子炉がスクラムした場合の運転操作基準）の変更

原子炉がスクラムした場合の操作手順 実施内容

５．不測事態

（１）水位回復

・原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系を起動する手順とした
・低圧で原子炉へ注水可能な系統、低圧代替注水系（常設）のうち、２系統以上
の起動を試みる手順とした

・上記が達成できない場合、補給水系、消火系、代替循環冷却系、低圧代替注
水系（可搬型）を準備する手順とした。

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

（２）急速減圧

・低圧で原子炉へ注水可能な系統、低圧代替注水系（常設）、代替循環冷却系、
低圧代替注水系（可搬型）、消火系、補給水系のうち１系統以上が起動してい
ることを確認する手順とした

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等

（３）水位不明

・給復水系、非常用炉心冷却系、又は低圧代替注水系、代替循環冷却系、低圧
代替注水系（可搬型）、消火系、補給水系を使用した原子炉注水を行う手順と
した

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等
表３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
表４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための手順等
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【参考４】添付１ （原子炉がスクラムした場合の運転操作基準）の変更

原子炉がスクラムした場合の操作手順 実施内容

６．電源供給
回復
（新規作成）

（１）電源供給回復

有効性評価「全交流電源喪失」による評価結果を基に、以下の考え方を基準に
手順を定めた
・非常用ディーゼル発電機の起動状況を確認し、状況に応じて代替電源設備に
よる給電を実施

・所内常設直流電源設備、常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設
備の状況を随時把握

下記の保安規定添付３と紐づけを実施
表１４ 電源の確保に関する手順等


